
①　常勤かつ専任の相談支援専門員を配置している。

　　機能強化型（継続）サービス利用支援費の算定にかかる相談支援専門員の配置状況

　（合計）

　計 人 　内専従 人 　内兼務 人

※　業務に支障のない範囲で、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務している者を内兼務に計上する。

※　同一敷地内にある事業所が指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所又は指定自立生活

　援助事業所の場合については、その業務を兼務している場合も内専従に計上する。(以下も同様)

人 (※) 主任研修修了者を含む。（以下も同様）

　　それぞれの事業所における相談支援専門員の配置状況

⑴　事業所名　 （当該事業所）

　計 人 　内専従 人 　内兼務 人

人

⑵　事業所名　 （他の事業所）

　計 人 　内専従 人 　内兼務 人

人

※　記載欄が不足する場合は適宜欄を追加すること（別紙可）

①-a 協働体制を確保する事業所間において、協定を締結している。

①-b 機能強化型サービス利用支援費算定の要件を満たしているかについて、事業所間に

　　　　おいて定期的（月１回）に確認が実施されている。

①-c 原則、全職員が参加するケース共有会議、事例検討会を月２回以上共同開催している。

②　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を

　目的とした会議を定期的に開催している。

③　協働体制を確保する事業所全体として24時間常時連絡できる体制を整備している。

④　当該指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、

　現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施している。

⑤　基幹相談支援センター等からの支援困難ケースが紹介された場合に、当該

　ケースを受託する体制を整備している。

⑥　基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。

⑦　運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により

　位置付けられていることを定めていること。

⑧　１人の相談支援専門員の取扱件数（前６月平均）がそれぞれ40件未満である。

※　各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も
     提出してください。

※　当該届出様式は標準様式とする。

上記のうち常勤専従かつ現任研修修了者の人数

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

常勤の相談支援専門員※

上記のうち常勤専従かつ現任研修(※)修了者の人数

常勤の相談支援専門員

上記のうち常勤専従かつ現任研修修了者の人数

常勤の相談支援専門員

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

異　動　等　区　分 　１　新規　　　２　変更　　　３　終了

届　  出　  項　  目 　１　機能強化型（継続）サービス利用支援費(Ⅰ)　　２　　(Ⅱ)　　３　　(Ⅲ)　 　※

　※機能強化型（継続）障害児支援利用援助費についても同様。

　 　　年 　　月 　　日

計画相談支援・障害児相談支援における
機能強化型（継続）サービス利用支援費・機能強化型（継続）障害児支援利用援助費に係る届出書

（複数の指定特定（障害児）相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合）

事　  業 　 所　  名


